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1．はじめに

　US．スティール社（United　States　Steel　C・rp．：USS）がアメリカ鉄鋼業において

最も強大な影響力を行使したのは第一次大戦前であった。なかでも1900年

代後半に，他の鉄鋼企業に呼びかけつつ数度にわたって大々的に開催された

周知のゲイリーディナー（Gary　Dinner）は，アメリカ鉄鋼業における同社の
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表一1E．　H．ゲイリーの略歴

年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一．．
　　　　　　　　　　　　事　　　　　項

1846 10月8日，エラスタス（Erastus　Gary）とスーザン（Susan　V．　Gary）の子として，イリノ

イ州ウイートン（Wheaton）の父の農場で生まれる。エラスタスは1635年に英国ビ
ショップ・ストートフォード（Bishop’s　Sto㎡brd）からマサチューセッツ州ロックスバ

リー（Roxbury）に移住したアーサー（Arthur　Gary）の6代目で，スーザンもアメリカ
植民史の著名な家族の出であった。エ〃バートは，ウイートンの公立学校とウイートン・

カレッジで教育を受ける。
1
搬
w

南北戦争に際し，北軍の逓信兵として軍務に就く。

　へ1865 パレット＆コーディ（Vane廿e＆（k）dy）法律事務所の研修生になる。

1867 ユニオン法科大学（後のノースウエスタン大学）を卒業。クック郡（Cook　County）上級
裁判所の副書記官に任用さる。イリノイ州の弁護士免許を受ける。

B69 ジュリァ（luUa　Graves）と結婚。バン・アーメン＆パレット（Van　Almen＆Va皿tte）法

律事務所に所属し，シカゴ勤務。

1871 シカゴ大火の後，C．パレット（Colonel　VaUette）と新事務所を開業する．

｜872 ウィートン評議会（Bord　ofTrustees）会長に選任さる（75年まで）。

1874 EH．8【EN．ゲイリー法律事務所を設立する。ゲイリー・ウィートン銀行を設立。

18η ゲィリー・コーディ＆ゲィリー法律事務所を設立する。

18鍵 合衆国上級裁判所の弁護士免許を受ける。デュページ郡（DuPage　Cmmty）の郡判事に選

任さる（1890年まで）。この間，シカゴ，クック郡その他で重要裁判を担当する。

1890 ウイートン市長に選ばれる（93年まで）。また98年まで，法律業務を広げ，会社法及び
保険実務の指導者・権威者となる。幾つかの鉄道会社及び製造会社の法律顧問になる。

さらにこの間，多数の主要な鉄道，銀行，保険，製造会社の実務に長けた取締役として

活動を開始する。

0892 イリノイ合同製鋼線材社（Consolidated　Stee1＆W加Co．　of　Il㎞ois）を組織する。

1，893 シカゴ弁護士協会（Chicago　Bar　Assoda目on）会長に選任さる（95年まで）。

鴻7 最初のヨーロッパ旅行。

1898 イリノイ・アメリカ製鋼線材社（Ame㎡can　Steel＆Wire　Co．　of　nHnois）を組織する。フェ

デラル製鋼社（Federd　St㏄l　Co．）の設立に関与し，社長に就任する。法律業を止め，

ニューヨークに移る。

1go1 USSの設立に関与し，執行委員会議長及び執行役員に就任する。

Igo2 USSにて従業員持株制（Employ㏄Stock　Subscription　Plan）を新設する。妻のジュリァ死
去。

1go3 USSの取締役会議長に就任する。

1go5 エンマ（Em皿a　Townsend　Scott）と結婚。
・

1906 USSの安全，衛生，福利運動を主唱する。インディアナ州に製鋼工場と町の建設を開始
する（後のゲイリー工場，ゲィリー市）。

1go7 USSの財務委員会議長に就任する。　USSによるテネシー石炭製鉄鉄道社（TCI＆RR）の

買収交渉に当る。USSにおける週7日労働の廃止を提唱する．

ig碩

ψ

アメリカ鉄鋼協会（A皿eriαm　Iron＆Steel　Institute）を組織し，会長に就任する（27年ま

で）。
璃
：
i
　
　
τ
　
㌻

ベルギーのブリュッセルで開催された国際鉄鋼会議の議長を務める。USS，週7日労働を

廃止。USSの解散を求める連邦政府の訴訟が起こされる。
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エルバートH．ゲイリーの経営理念と価格戦略（黒川）
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纏警．羅こ難、事㌶繋聡獲誓　工＿ン．言濠垣，
　　　　　　・

登饗
第一次大戦の勃発。フランスに残留していたアメリカ人旅行者を救済するための委員会議
長に任命さる。

　　　　　一

鑛露灘鰭米6繋巖＝綴漂鵬㌶鑑
些こη．．

ロ　プニューヨーク州刑務所のコミッショナーに任命さる。

纒 国防協議会（CouncU　of　National　De食nse）の鉄鋼製品委員会の議長に任命さる。後に，

戦争目的のために鋼材を政府に十分供給する鉄鋼業代表者委員会の委員長も兼任する。
　一髪書
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イ 日本より勲章（Order　of　the　Sacオed　Treasure）授与さる。
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戦後処理のための，アメリカ商務省産業局の委員に任命さる。鉄鋼業を組合化する試みに

対し，「オープンショップ」を擁護する。大統領より全国産業会議（National　Indus垣al
Co㎡ヒren㏄）の委員に任命さる。

”es七ざミ：葵蒜完＝’

へ～∋．、

連邦政府の解散訴訟について，最高裁判所がUSS勝訴の判決を下す。ベノレギーより勲章
（G㎜dCordon　of　the　Order　of　Leopold　II）を授与さる。モロッコより勲章（G㎜d　O伍一

㏄rofthe　Order　of　Ouissan　Alaouite　Che孟an）を授与さる。フランスより勲章（O伍cer　of

the　Le垣on　ofHonor）を授与さる。

難 判シャより勲章（（拓lden　Cross　of也e　Co㎜皿d翻p　of也e　Ro声Baぬ姐on　of　George

Dを授与さる。

驚 イタリァより勲章（Grand　K頂ght　ofthe　Crown）を授与さる。
こ　『亘　’

アメリカ鉄鋼協会と協力して，1日12時間労働の廃止に主導的な役割を果たす。

±髪
三：セ

苦
産業の軍事装備に関し，ニューヨーク兵器調達部（New　York　Ordnan㏄Pr㏄urement　Dis一

面ct）諮問会議議長に任命さる。
こ扉藤　　　　・

ルーマニァより勲章（Grand　Cross　ofthe　Ro）々』Order　ofCorona　Romaniei）を授与さる。8

月15日，ニューヨークにて死去。

（出所）Elbert　Henr）r　Gary；A　MemoriaL　N．Y．1927，　pp．57－61．

支配力を如実に物語るきわめて重要なケースであったと考えられる。

　このゲイリー・ディナーが最初に開かれたのは1907年末のことであった。

すなわち，同年に勃発した金融パニックの直後に，鉄鋼企業間の協調的行動

を促し，製品価格の急激かつ大幅な下落を阻止するべく，アメリカのほとん

どの鉄鋼経営者が一同に招集されたのである。そこでは「黙契」（understand－

ing）という反トラスト法に抵触しないような巧妙な方法をもって価格の取り

決めが行われ，一定の成果をあげたとされている。以後，1年余という短期

間ではあったが，概ね同様の規模と内容をもった会合が持たれることになっ

たのである。

　ところで，このゲイリー・ディナーはその名称にも示されているように，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－3－　　　　　　　　　　　3
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USS取締役会議長ゲイリー（Elbert　Henry　Gary）のリーダーシップに依るとこ

ろがきわめて大きかった。ゲイリーは，表一1にも示されているように，も

ともとイリノイ州を中心に弁護士活動に従事していたが，19世紀末の線材

業における統合過程に関与して以来，鉄鋼業との結びつきを徐々に深めて

いった。その後1898年には，カーネギー製鋼（Carnegie　Steel　Co．）に匹敵する

規模を擁して組織されたフェデラノレ製鋼（Federal　Steel　C・．）の社長にモルガン

（lohn　Pierpont　Nlorgan）の強い要請を受けて就任することにより，本格的に鉄

鋼企業家としての道を歩むことになった。そして，1901年のUSSの設立以

来1927年に亡くなるまでのおよそ四半世紀にわたる長い期間を同社ととも

に歩み，陰に陽に，また良くも悪くも強い影響を社内外に及ぼし続けたので

ある。

　ゲィリーは，自らを株主・従業員・一般大衆の利益を増進する「受託者」

（trustee）として位置づけつつ1），「協調的競争」（cooperative　competition）とい

う新たな枠組みをもって鉄鋼企業間の競争を緩和し，製品価格の安定を図ろ

うとした2）。このような彼の理念を具体的に示す動きの一つが彼の主宰によ

るゲイリー・ディナーだったのである。

　このゲイリー・ディナーに関しては，これまで様々な視点から多くの検討

がなされてきたが，一般的には，アメリカ鉄鋼業における基点価格制（bas－

ing　point　system）あるいはピッツバーグ・プラス・システム（Pittsburgh－plus　sys－

tem）の一翼を担い，それを補完するものとして位置づけられてきた3）。小論

においても基本的にはこうした視点に依りつつ，ゲィリー・ディナーの検討

を試みるが，その際，ゲイリーの経営理念との関わりに比重を置きつつ見て

いこうと、思う。

　以下では，まずゲイリーがUSSの中でどのような立場にあったのか，ある

いはどのようにして彼が主導的な地位に就くに至ったのかという点に関し，

同社の管理機構や設立直後における内部事情を考察することによって検証す

る。また，上に触れた彼の理念を多少なりとも掘り下げて検討することも必要

　4　　　　　　　　　　　　　　　　　－4　一
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であろう。さらに，これらの点を踏まえつつ，彼が自らの理念をゲイリー・

ディナーにどのように反映させたのか，またこのことがディナーの特徴や意

義とどのように関わっていたのかという点について探ってみようと思う。

2．USSの管理機構とゲイリーの地位

（1）管理機構の特徴

　成立時のUSSは原材料・鉄鋼生産・輸送の各分野にわたって卓越した規

模と広がりを持つ巨大総合一貫企業であり，他の鉄鋼企業を遥かに凌ぐ強力

な生産体制を擁していた。たとえば計213もの工場を傘下に置き，ほとんど

の製品はアメリカ鉄鋼業全体の過半のシェァを占めていたし，シュペリオル

湖地方を中心とした豊富な鉄鉱石資源とコネルスビル地区などに大量の石炭

資源を保有するとともに，これら鉄鋼生産と原材料部門あるいは市場を結ぶ

広大な輸送網　　鉄道，湖上船など　　を有していたのである4）。このよう

な巨大かつ広範囲にわたる事業活動をUSSはどのように管理・運営してい

たのであろうか。

　周知のように，USSは株式所有を通じて計11社に及ぶ子会社を直接統括

する純粋持株会社で，実際に事業活動を担っていたのはこれらの子会社で

あった。各子会社は，基本的には「各々のアイデンティティーを失うことな

く」，ほぼ従来通りに事業活動を遂行していた。すなわち，子会社には各々

の事業に関して自由裁量の余地が依然として残されており，「一種の地域的

ないし特殊な管轄権」が認められていたのである5）。

　とは言え，たとえば子会社が本社（－uss）の経営政策から逸脱するよう

な政策を採用した場合，本社は当該子会社の役員を解任することができると

いう株主としての当然の権利を有していたこと，あるいは事業活動を巡り子

　　　　　　　　　　　　　　　一　5　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　5
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会社間で対立が起きた場合には，本社の経営執行委員会（executive　committee）

一
後になって諮問委員会（advis・ny・　c・mmittee）ないし財務委員会（finance　c・m－

mittee）　　が調整に当るようになっていたこと，さらには複数の子会社が関

わる価格などの問題については本社の政策に従うこととされていた6）。した

がって，上で触れた子会社の「自立性」はあくまでも本社の経営政策の枠内

においてのみ妥当することであり，また他の子会社が関与しえない，当該子

会社独自の事業領域に限定されるものであった点に留意しておく必要があろ

う。

　こうして，究極的には子会社に対する本社の支配が貫徹されていたことは

明らかであるが，本社の管理機構はどのように編成されていたのであろう

か。まず設立時のものについて概観してみよう。USSの管理機構は，取締

役会，経営執行委員会，財務委員会，役員　　社長，副社長等一から成っ

ており，メンバーや権限などは設立認可書（charter）あるいは内規（by－1aws）

によってそれぞれ次のように規定されていた7）。

　まず取締役会は，1－3年任期の取締役8名ずつから成る合計24名のメン

バーによって構成され，いずれもUSSの株主たることを要件とされた。ま

た空席が生じた場合，財務委員会の推薦もしくは指名によって補充すること

になっていた。定例の会議は毎月第一火曜日に開催されるが，社長または取

締役の3分の1の要請により随時，特別会議を持つこともできた。取締役会

には，上記の経営執行及び財務両委員会の委員と議長及び役員の任免，これ

ら両委員会から受けた活動報告の修正・変更，子会社のマネジメントや指

揮，運転資本量の決定や変更，剰余金ないし利益金の利用・処置の指示や決

定，会計簿・帳簿の開示方法の決定，内規の変更や修正といった幅広い権限

が付与されていた。

　経営執行委員会は，取締役会で選任された取締役6名と職務上の2名の委

員（ex．　－officio　member）一社長及び財務委員会議長　　の計8名のメンバー

から成っていたが，可能なかぎり子会社が従事している製造・採掘・運輸と

　6　　　　　　　　　　　　　　　　　－　6　一
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いった諸事業の運営に経験を有する者が望ましいという要件が付されてい

た。また，同委員会は取締役会で選任・指名された以外の機関や従業員を統

制・指揮下に置いていた。さらに，取締役会が開催されていない時はそれに

代る全ての権限一但し，財務委員会のそれを除く一を有していた。

　この財務委員会であるが，構成メンバーはやはり取締役会で選任された4

名の取締役と2名の職務上の委員一社長及び経営執行委員会議長一の計

6名から成り，要件としてできるかぎり財務問題の経験を有している者が望

ましいとされた。同委員会は，会社の全ての財務問題について特別の，また

全般的な責務と統制を行う権限を有していた他，社長と副社長を除いた役員

を統制・指揮下に置いていた。さらに，取締役会が開催されていない時は，

同委員会は会社の財務問題のマネジメントに関して取締役会の全ての権限を

持ち，行使することができたのである。その中には，たとえば資産の購入や

法的文書の作成といった重要事項が含まれていた。

　また，役員は社長，副社長の他に，顧問弁護士（general　c・uncil），財務部長

（treasurer）及び次長，監査役（auditor），秘書部長（secretary）及び次長から

成っていた。いずれも取締役会において選出され，その編成は取締役会の賛

成多数によって変更することができるものとされた。これら役員のうち社長

について見ると，彼は株主総会及び取締役会の議長を務める他，経営執行委

員会の下で製造・採掘・輸送を含む会社の事業に全般的な責任を負い，取締

役会によって命ぜられた他の職務を遂行するとともに，子会社の名において

行われる社債の発行や契約などに際して署名することもできた。

　以上，USSが設立された時の本社における管理機構の要約を試みた。規

定上では，その柱は取締役会を頂点に，経営執行及び財務両委員会がこれを

補完するかたちになっていたと言うことができよう。すなわち，取締役会が

USSの業務の全般を統括する一方で，経営執行委員会は子会社が営む製造・

採掘・輸送などの事業活動（一現業部門）を指揮し，財務委員会は同社の財務

上の諸問題全体に関わる権限を有しているというように，一応の役割分担に
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基づいて組織が形成されていたのである。この点は，各機関のメンバーの

要件や両委員会が取締役会に代位する場合の権限の内容に端的に示されて

いた。特に，両委員会のメンバーの要件と代位時に両委員会に与えられた権

限の内容は，定例の取締役会が1カ月に1回しか開かれないことと併せ，

両委員会に実質的な経営の主導権を与える要因になったと考えることがで

きる8）。

　他方，社長は取締役会の議長を務めるとともに両委員会の一員でもあると

いう意味において重要な地位を与えられていたものの，その限りにおいてで

あり，職務に固有の権限はこれら3つの機関に吸収されるか従属する内容に

なっていた。たとえば，彼は子会社の事業活動を統括する責務を負っていた

が，その際経営執行委員会に従うという条件を付されていたし，取締役会に

対しても職務を命ぜられる立場に置かれていたのである。

　ところで，USSは設立以来懸案となっていた子会社間の事業の重複を回

避したり，会計業務の簡素化を図るため，また管理的スタッフを削減してマ

ネジメントの効果を高めるため，1902－3年に子会社の統合・再編を推進し

た9）。まず1902年には，幾つかの子会社の社長を同一人に集約する試みが

なされた。たとえば，カーネギー製鋼とナショナノレ製鋼（Nati・nal　Steel　C・．）及

びアメリカ帯鋼（American　Steel　Hoop　Co．）3社の社長としてコーレイ（William

E．Corey）が，ナショナル鋼管（National　Tube　Co．）とシェルビィ鋼管（Shelby　S　teel

Tube・Cc）．）にはシラー（William　B．　Schiller）社長がそれぞれ就任するなどした10）。

翌3年には，子会社自体の再編も進められ，カーネギー製鋼・ナショナル製

鋼・アメリカ帯鋼がカーネギー製鋼の名の下に，またH．C．プリック・コー

クス社（H．C．　Frick　C・ke　C・．）がコークス関連の5社をそれぞれ併合するとと

もに，アメリカ・ブリキ（American　Tin　Plate　Co．）とアメリカ・シート（American

Sheet　Steel　Co．）とが結合してアメリカ・シート・ブリキ（American　Sheet　and　Tin

Plate　Co．）として再出発することになったlD。

　これら一連の動きは，基本的に同一分野に属する子会社間の統合・再編を
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　　　　　　　　　　　　　エルバートH，ゲイリーの経営理念と価格戦略（黒川）

通じて現業部門を中心に効率化を進めようとするものであったが，これと並

行して，本社の管理機構に関しても変更が行われた。すなわち，1903年に

経営執行委員会が廃止され，これに代わるものとして諮問委員会が新設され

たことである。同委員会は社長を議長とし，他に3名の取締役から構成され

ていた。主に，製造・採掘・輸送事業に関する諸問題を検討する権限を与え

られており，基本的には経営執行委員会を継承した機関であったと考えられ

る12）。とは言え，この委員会についてはその後USSの『年次報告書』に明

記されておらず，恐らく直ぐに廃止されたのではないかと推測される。そし

てこれらの動きと歩調を合わせるように，取締役会議長が社長の担当する職

務ではなくなった。さらに1906年以降は，職務上の委員として財務委員会

のメンバーに加わることもなくなったのである。これらの措置により，社長

は子会社の行う事業を統括する業務に，つまり現業部門の長としての役割に

専念することを余儀なくされ，本社における影響力は一層後退するに至った

と考えられる。

　こうした本社管理機構の変更は，財務委員会の位置がますます重要になっ

ていたことを示すものであるが，その背後にUSSの経営方針についての，

あるいはより端的には同社の支配を巡る内部対立があり，これが組織面にお

ける改変となって現れたことにも目を向けておく必要があろう。そしてこの

過程でゲイリーは次第に社内における主導権を掌握していったのである。

（2）社内におけるゲイリーの地位

　表一2は，USS設立時以降10年間の取締役会のメンバー及び各種委員会

委員の推移を示したものである13）。これにより，まずこの間の取締役会の

構成メンバーの動きを見ると，1903－4年を境にして構成メンバーが概ね安

定的・固定的になっていることが見て取れるであろう。すなわち，1901年

の取締役24名中，4年まで同じ地位にあったのは16名に過ぎなかったが，
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表一2　USS取締役の推移（1901－10年）

（注）［コ：取締役　　吻：財務委員会委員　　麗翻：経営執行委員会委員
　　　づ：諮問委員会委員　　　E≡ヨ：社　長

　　　○：取締役会議長　●：財務委員会議長　△1経営執行委員会議長　口：諮問委員会議長

（出所）Annual　Report　of　the　USS，各年号。
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1904年時の24名に関しては，7年に22名，10年に至っても18名もの多数

が依然として取締役を続けていたのである。

　また財務委員の数が1904年から7名，6年から9名に増員された点も指

摘しておく必要があろう。経営執行委員会（諮問委員会）の廃止に伴い，財務

委員会が一段と重みを増す中で採られた措置であったと考えられる。

　さらに，この間における個人の動きを追ってみると，ゲイリーのそれが特

に目を引くものになっている。彼は当初，経営執行委員会議長のみを担って

いたが，同委員会が廃止された1903年には取締役会議長に就き，さらに6

年以後は財務委員会議長をも兼任するというように，本社管理機構の中枢的

な役職を独占するに至ったのである。これと対照的なのが初期におけるシュ

ワッブ（Charles　M．　Schwab）の動きであった。

　彼は1903年9月にUSSを退社して，ベスレヘム製鋼（Bethlehem　Steel　Corp．）

に転身した。その直接のきっかけになったのは彼自身のスキャンダラスな行

動であったが，底流にはUSS上層部内に設立当初から対立・軋礫があり，

結局彼の行動や主張が受け入れられずに同社を去らざるをえなかったという

事情が伏在していた。対立の争点は大きく分けて2つあった。一つは社長の

権限を巡っての問題であり，今一つは同社の経営方針に関するものであった

が，これらは表面上，シュワッブとゲイリーとの対抗となって現れることに

なったのである。

　若くしてカーネギー製鋼の社長に就任したシュワッブにとって，上に述べ

たようなUSS社長の限定されていた権限は甚だ不満なものであった。カー

ネギー製鋼では社長は「全能の人間」（all－powerfull　figure）だったのに対し14），

USSにあっては規定上，取締役会と経営執行委員会の下に位置づけられ，

その指示や承認を仰がなければならない立場に置かれていたのである。一例

として，シュワッブは当初，執行委員会の承認を受けずに，単独で工場や諸

施設の更新一旧式施設の廃棄や新鋭設備の設置一を進めようとした。こ

うしたシュワッブの動きに対し，経営執行委員会議長ゲイリーは1901年7
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月1日の委員会において，「社長は……内規に定められているように，子会

社の運営に関する完全な報告書を委員会に提出するべきこと，また子会社を

指揮するのに必要な通告と決定は委員会に委ねられるべきこと」という内容

の公式決議文を提起し，了承を得た15）。こうして，ゲイリーに率いられた

経営執行委員会はシュワッブの動きを牽制しつつ，委員会が社長を統括する

立場にあることを明確に示したのである。

　二っめの争点　　経営方針を巡る対立　　は，端的には，USSが競争を

優先した行動を採るのか，あるいは安定性に重きを置きつつ歩を進めて行く

のかという問題に帰着するものであった。シュワッブは，やはりカーネギー

製鋼での経験を踏まえ，何よりも効率性を重視するとともに，製造等の現業

部門の拡充に力を注ぐことにより，競争力の一層の強化を目指すべきことを

主張した。これに対しゲイリーは長期間にわたり着実に，安定的に利益を確

保すること，そのために世論との，あるいは業界内での摩擦を極力回避する

こと，したがって競争的な行動に走ることは望ましくないとの考えを打ち出

したのである。この両者の対立の帰趨はまたしてもシュワッブに不利に傾き

っっ進行した。

　たとえばUSS設立当初，シュワッブはカーネギー製鋼時代と同様の各種

のインセンティブ　労働者に対するボーナス・システム，若手の管理者や

工場監督に対するパートナーシップへの登用システムなど　　や工場別原価

表を定期的に提出させる制度の導入を主張したり，新たな鉄鉱石資源の取得

を財務委員会に勧告したが，工場別原価表を除き，受け入れられることがな

かったのである。この点に関し，シュワッブは後に次のように述懐してい

る。

　rUSS設立当初，財務委員会はこの種のこと（鉄鉱石資源の取得），ある

　いは施設の改善に対してさえ，資金を投ずるのに大変に躊躇していた。委

　員会のメンバーは私が知っているような製造業の経営について教えられて

　いなかった。そして，一番難しかったのは，私が会社にとって非常に価値
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　のある，また重要であると考えたものを彼らに購入させることだった」16）。

　他方たとえば，ゲイリーが提案した会社の資産，生産高，販売額，収益

等々に関する情報公開は，幾多の慎重意見あるいは反対があったにもかかわ

らず，彼自身のモノレガンへの説得が効を奏するかたちとなり，最終的に取締

役会において承認されることになった17）。ゲイリーは，1898年にいわゆる

モルガン系鉄鋼企業の一つとして設立されたフェデラル製鋼時代に，モルガ

ン自身の強い要請により初代社長に就任して以来，「モルガンの鉄鋼事業の

主要な副官（1ieutenant）」として重んじられてきた。「ゲイリーの権限と権威

は究極的にはモルガンにある」と指摘されているように18），USS設立後も

ゲイリーはこの金融界の大立者の後ろ楯を得つつ何度も重要問題の処理を

図っていたが，この時も彼に対し，もし自分の主張が受け入れられなければ

辞任するという強硬手段を用いながら支持を取り付けたのである19）。

　このように，両者の提案はいわば対照的なかたちで決着をみることにな

り，シュワッブ自身のギャンブル騒ぎや造船会社を巡る訴訟事件などともあ

いまって，USSの退社へとつながっていった。シュワッブの後任には前述

のコーレイが就くと同時に，主導権争いに勝利したゲイリーが取締役会議長

の任に当ることになったのである20）。

　ところで，以上のような設立当初のUSS社内における軋礫・対立は，同

社が「一産業組織であると同時に一金融組織でもある」という21），いわば

二面性を有していた点にその根源を見出すことができるのではないかと考え

られる。周知のように，USSは19世紀末における鉄鋼企業間の「死活的な

競争」を収束するべく，最大の金融機関モルガン商会（J．P．　M・rgan＆C・．）が

介入して設立されたという経緯からしても，金融勢力の影響を受けた鉄鋼企

業としての性格を色濃く持っていた。シュワッブとゲイリーの対抗は，こう

した二面性が個人の対立となって現れたものであった。すなわち，産業サイ

ドの見解を代表したのがシュワッブであり，金融サイドの考えを代弁したの

がゲイリーだったのである。
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　しかし，USSの二面性は多くの取締役がモルガンの関係者ないし金融機

関に従事していた者であったこと22），あるいは取締役のおよそ3分の2は鉄

鋼の専門用語をほとんど理解しなかったと言われていること23），さらには

上で触れたように，経営執行委員会が設立後間もなく廃止され，財務委員会

のウエイトが一段と大きくなったことなどに明瞭に示されているように，本

社上層部において金融勢力が優位な中では両者の対立の帰趨はいわば必然的

であったとさえ言えるであろう。

3．ゲイリーの理念と競争観

（1）　ゲイリーの基本理念

　こうして確立されたUSSにおけるゲイリーの主導的な立場は，1913年の

モルガンの死以後もほとんど揺らぐことなくほぼ四半世紀にわたって続き，

自らの考えを時に公に表明し，また時には政策に反映させつつ同社の経営活

動をリードすることになった。彼の考え（＝理念）は，基本的にはUSSが反

社会的なあるいは反トラスト法に抵触するような存在ではないことを繰り返

し強調したものであったと言えるが，典型的には「ゲイリーの原則」（Gary

Principles）として以下のように定式化されていた24）。

　　　　　　　　　　　　　ゲイリーの原則

1．私は正しいことは最後には成功を収めるだろうし，それは永続するだ

　ろうと信ずる。

2　最高の報酬は，適切な行動から生み出される。利己的で不正直な行為

　は結局悪い結果をもたらす。

3私は競争を信ずる。……最もすばやい者が競争に勝利すべきである
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し，最も勤勉で積極的かつ忍耐強い者に成功がもたらされるべきであ

る。

4．私は従業員を公平に，人間らしく扱わない産業に永続的な成功はあり

えないと信ずる。

5．私は公衆を全面的に信ずる。……あらゆる規制の中で，最も確実にし

て最も賢明なものは世論である。

6．我々がビジネスマンとして成功しようとするなら，正直で公正な，ま

た合法的で公平な原則をもって行動しなければならない。

7．我々の行動を知る全ての人々に注意を促したり，彼らの賛成を得られ

るように，我々は公正・高潔・理性的な信念を持ち続けなければならな

い。

8．我々は取引を制限するような結合や協定，あるいは法律や公共の福祉

に反するようないかなる行動も擁護しない。

9．我々の権利や利益は公共の福祉に従うものであり，またそうすべきも

のであり，個人の権利や利益は常に公共のそれに譲るべきものであると

いうことを忘れてはならない。

　この9項目から成る「原則」は，USSにおいて牽引者としての役割を担っ

たゲイリーの考えや行動を抽象的なレベルにおいて集約・公式化したもので

ある。一般に経営理念が当該企業の中長期的な行動規範あるいはその有力な

拠り所の一つとなっている以上，「原則」がこのような抽象的な性格を有し

ていることは当然とも言えようが，ここから我々は次のような特徴をさしあ

たり検出できよう。

　第一に，「正直な」（honest）あるいは「公正な」（fair）といった道義性・倫

理性を強く打ち出しつつ，企業経営活動に臨む際の前提となる姿勢を幾つか

の側面にわたって表現していることである。すなわち，企業経営全般にわ

たっての基本的な心構えを示した第1項目に始まって，成果を収めるための
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（第2項目），他企業との関係において経営活動を展開するに当っての（第3項

目），従業員に対する（第4項目），世論に対する（第5項目），経営者としての

（第6項目），経営活動を承認してもらうための（第7項目）心構えをそれぞれ

表明したものであるし，最後の2つの項目は同社が合法的なまた社会的な存

在たること，あるいはそうあるべきことを強調しているのである。

　第二にこの点とも関連するが，全体として社会や関係者と出来る限り摩擦

や対立を引き起こさないような，調和志向的な色彩を強く滲ませるような内

容になっていることである。この点はたとえば，第5項目や第9項目におい

て世論や社会に配慮しつつUSSの活動を進めて行くべきとする指摘に明確

に示されていよう。それは，企業の成長や利益の増大を至上命題とし，その

実現を第一義的に目指すというより，どちらかと言うと防御的なスタンスを

優先させつつ，経営活動を進めるという印象を与えるものとなっている。

　「原則」の第三の特徴として，USSが社会的な存在であり，公共の利益に

反するような行動を厳に戒めていることであろう25）。小論のテーマとの関

連で言うと，特に第8項目における独占的な行動を承認しないという表現

に，この点が顕著に示されている。その理由としては，しばしば指摘されて

いるように，設立以来USSがシャーマン反トラスト法抵触の疑義により告

発されるのではないかという懸念が常にゲイリーにあり26），連邦政府の訴

訟から会社を防護することが彼にとって重要な課題の一つとされたためであ

る27）。またより主体的には，同社が巨大な規模と広がりを有しており，鉄

鋼業はもとより，「マクロ経済」をも視野に収めつつ経営活動を担っている

という強烈な自負心がこうした戒めの背景にあったことも指摘しておく必要

があろう28）。

　ところで，以上のような「原則」とほぼ同様の内容を持っているものの，

これを今少し具体化したものとして知られているのが「ゲイリーの政策」

（Gary　Policies）である。ターベル（Ida　M．　Tarbell）によると，それは以下の7っ

の項目から成っていた29）。
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　　　　　　　　　　　　ゲイリーの政策

1．世論に配慮すること。

2．USSが事業を行っている内容について，求められている情報は全て

率直にかつ正直に公表すること。

3．株主に対しては特に誠心誠意たるべきこと。

4．大衆に対してと同様，政府に対しても最初から非難せずに，妥協しよ

うと務め，共に歩むこと。対立しないこと。

5．法を犯すことは全て止めるよう事業会社を指導すること。

6．古い競争の方法に終止符を打つこと。

7．労働者に配慮し，強制しないこと。

　見られるように，「政策」はUSSの実際の経営活動に即しつつ，それが向

けられる対象や領域を明確にした上で，基本的な方針を示したものと言え

る。この内容はさらに，①世論や政府との関係を良好に保つべく，情報開

示を積極的に行うとともに，たとえば違法とされていたプーノレ協定に加担し

ないといった合法性を強くアピールするように努めること，②19世紀末の

鉄鋼業において支配的だった生死を分けるような熾烈な競争の枠組みを変更

し，協調的・安定的な企業間の関係を新たに構築すること，③抑圧的・強

制的な労務政策に代えて，従業員に会社への帰属意識・忠誠心を抱かせるよ

うな施策を講ずること，の3点に要約することができよう。

　これらの基本的な方針は，①についてはたとえば毎年度刊行された『年次

報告書』として具体化されたし，②を象徴するものとしてゲイリー・ディ

ナーを挙げることができ，③に関わるものとして典型的には従業員の福利厚

生策（＝「厚生計画」）がそれぞれ実施されることになったのである。とは言

え，これらの諸施策全てが上記の「原則」や「政策」の精神あるいは字句を

文字通り具現したものであったわけではもとよりない。紙幅の都合上ここで

は，たとえば同社が「厚生計画」を推進する一方で，いわゆる「専制的支
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配」（arbitrary　c・ntrol）という枠組みの下で長時間・低賃金労働を行い，熟練

度や人種による差別的な統制を長らく続けていたことを指摘するにとどめて

おきたい30）。

　以上，「原則」と「政策」によりつつ，ゲイリーの基本的な理念について

概観してきた。その上で，彼は競争に関して，また価格の問題について基本

的にいかなる考えを持っていたのかを見ておくことが必要ではないかと思わ

れる。項を改め，ゲィリーの発言を取り上げつつこの点を確認してみたい。

（2）ゲィリーの競争観と価格戦略

　ゲイリーは多くの機会を捉えて競争についての自身の見解を披渥している

が，その内容は競争の持つ不合理で破滅的な性格を強く訴えかけるものと

なっている。以下では，こうしたゲイリーの競争観について彼自身の言葉に

よって確認してみよう。

　　・「競争は廃れてしまったシステムで，おそらく手工的社会の時代には上

　　手く適合していたが，これを近代技術の時代に当てはめることは目の中

　　にほこりを入れたり，ベアリングの中へ砂を入れようと企てるようなも

　　のである」31）。

　　・「競争は暴君のようなものであり，破滅的なものである。より弱い競争

　　者は，しばしば不道徳な，また過酷で粗暴な手段によって事業から駆逐

　　される。競争は取引の生命ではなく，その死を意味する」32）。

　　・「激しく，荒々しい，破滅的な競争があった。競争がその相手を事業か

　　ら完全に駆逐しない場合でも，競争相手の事業を広げないように，あ

　　るいは彼らが立地上の利点を享受しないように，また時には彼らの工場

　　の閉鎖や従業員の解雇，組織の分裂を余儀なくさせるまで，競争は相手

　　を苦しめ，傷付けてきた。……競争とは破壊することであり，建設する

　　のではなく損傷を与えることであり，取引の拡大を阻止し，取引に従
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　　事している人々の能力もしくは機会を制限することであると考えられ

　　る」33）。

　見られるように，ゲィリーは競争が旧い時代の産物であり，破壊的な性格

を持ち，強者（勝者）の論理が優先するシステムであることを繰り返し述べ

ている。ここには19世紀のアメリカ社会に浸透し，A．カーネギーによって

代表されるような「適者生存」の考えはほとんど見られず，競争が社会に

とって如何に不利益や害悪をもたらすものであるかが強調されているのであ

る。

　このように競争を否定した上で，ゲイリーはUSSが「生誕する以前に鉄

鋼業に広く行き渡っていたものとは全く異なる新しい競争の概念」として

「協調的競争」という考え方を提唱した34）。それは，USSに即して言うと，

他企業に比べ圧倒的な規模と広がりを持っていた同社が，たとえば外部資産

の取得や市場の拡大といったような攻撃的な拡張行動を積極的にとらないこ

とを暗に示すものであると同時に，たとえば協定による価格の取り決めや生

産の割当，市場の分割も進んで提唱したり参加しないという姿勢を表明する

ものでもあった35）。

　こうしたゲイリーの考えは，一方では20世紀以前のアメリカ鉄鋼業にお

ける熾烈な競争をできるだけ回避したいという彼の願望を示しているが，同

時に反トラスト法の下では，その代替物としてストレートに独占を対置する

こともできないという，当時のUSSの置かれていた状況に規定された上で

選択された途の一つであったと考えられる。

　この「協調的競争」という競争観に立って，ゲイリーは鉄鋼企業全体の安

定的・調和的な発展を目指そうとしたが，このような彼の考えが最も鮮明に

示されている一つが鉄鋼製品価格の問題であった。再び，ゲイリー自身の言

葉に耳を傾けてみよう。

　「需要がきわめて多く，顧客が迅速に製品を受け取るためなら，およそど

　のような価格でも進んで支払おうとするような場合，彼（鉄鋼製造業者一引
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　用者）はこれを利用して取引が成立する高さまで価格を引き上げるであろ

　う。私は，こうしたことはわが国にとって，また消費者にとって最良の利

　益にはならないと考えている。私は，こうしたことは消費者が好むもので

　はないことを知っている。こうしたことは従業員にとっても，事業の全体

　的な状況にとっても最良の利益にはならない。多くの場合，出来る限り価

　格を安定させることが必要である」36）。

　これは需要が供給を上回った場合を例にとって言及したものだが，彼の真

の意図が製品価格の安定にあったことを良く示しているものと言えよう。す

なわち，市場の動向に出来る限り左右されない価格が望ましいこと，あるい

は需要の増減にストレートに作用されない安定性を鉄鋼製品の価格に求めた

のである。

　ゲィリーがこのような価格安定の必要性を訴えたのは，一般的に言って，

鉄鋼業が巨大な装置を擁し，投下資本を安定的・持続的に回収することが経

営の安定的な発展にとって要請されること，また生産の調節を容易に行いえ

ないこと，特に高炉部門においては継続的な生産活動がきわめて重要視され

ることを背景としているが，これらに加えて，需要の変動が景気の波に直撃

されやすく，製品価格の乱高下となって反応する傾向があることのためで

あつた。

　出来る限り価格を安定的に持続させようとするゲイリーの戦略は，次のよ

うなUSSの価格政策となって具体的に示されることになった。第一に，景

気の動向に伴う鉄鋼需要の変動に対応するかたちでの価格設定である。すな

わち，景気の下降局面において同社は他企業の後を追うかたちで価格の引き

下げを行う。これによって市場でのシェアを一時的に失うことになるが，出

来るだけ長期間にわたって高い利益率を確保することが可能となるのであ

る。逆に景気の上昇局面にあっては，他企業より遅れて価格を引き上げる。

これにより下降局面において失われた市場シェアを多少なりとも回復すると

ともに，価格引き上げを通じてそれまでに失った利益率を回復しようとした
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表一3価格設定のパターン

景気の下降局面 景気の上昇局面

USS 最後に価格引き下げ：市場シェァを
失い，高い利益率を維持する

最後に価格引き上げ：市場シェァを
確保する，高い利益率を失う

　　　　　　　　　1攻撃的な企業　1 覆腰纏蹴鷺エアを 最初に価格引き上げ：市場シェァを
失う，利益率を増大する

短期利益を極大化し

ようとする企業
最後に価格引き下げ1市場シェアを
失う，利益率は維持する

最初に価格引き上げ：市場シェァを
失う，利益率は増大する

市場シェアを極大化
しようとする企業

最初に価格引き下げ：市場シェアを
伸ばす，利益率を犠牲にする

最後に価格引き上げ：市場シェアを
確保する，高い利益率を失う

（出所）Thomas　K．　McCraw　8（Forest　Reinhardt，　“Losing　to　Win：U．S．　Steers　Pricing，　Investment

　　　Decisions，　and　Market　Share，1901－1938，”Tlie／ot｛rna∫Of　ECOtiOMiC　Histon’，　VoL　XHX，

　　　No．3、　Sept．1989，　p．605．

のである（表一3）37）。

　第二に，地域間競争を回避することによって価格の安定化を進めようとす

るものである。周知のように，アメリカ鉄鋼業においてはUSSの成立以前

から基点価格制度が価格設定に際しての一つの方式として存在していた。こ

こでそのメカニズムを具体的に示すことはできないが，その狙いの一つとし

て，運賃を加味しつつ各地域の価格設定を行うことにより，他企業の立地す

る地域への参入が相互に困難になり，これらの企業間競争が減退させられる

という点を挙げることができる38）。その際，USSの主力工場が立地してい

たピッツバーグが基点に定められたが，しばしば指摘されるように，基点

以外の地域ではいわゆる幽霊運賃（phantom　freight）が価格に含まれる結果と

なった。この幽霊運賃はピッツバーグ以外の地域に立地する企業に特別利潤

を与えることになるが，USSはこの問題以上に，地域間競争の回避による

価格の安定効果を優先し，同制度の存続を図ったのである。

　以上見てきたように，ゲイリーは協調と安定を重視しつつUSSの経営に

当ったが，彼のこうした考えが最も明瞭なかたちで示されたものが，1907年

の金融パニックを背景に実施されたゲイリー・ディナーであった。以下，そ

の内容と経緯及び意義についてやや立ち入って検討してみることにしよう。
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4．ゲイリー・ディナーの内容と意義

（1）目的と手法

　1907年3月と10月に断続的に勃発したニューヨーク証券取引所（New

York　Stock　Exchange）におけるパニックは各種金融機関を混乱の淵に追い込ん

だ。特に10月のそれは一時，信用取引を全面的にストップさせたばかりで

なく，工業生産や商業活動にも甚大な影響を及ぼし，大幅な後退を余儀なく

させるに至ったのである。

　その発端となったのは，ある株式仲買業者が所有していた一産銅株の暴落

だったが，これが彼らに資金を提供していた金融機関にも波及することにな

り，たとえばニッカーボッカー信託（Nlckerbocker　Trust　C・．）の倒産やアメリカ

信託（Trust　C・．　of　America）などの経営危機にまで発展することになった。こ

の混乱した状況はモルガン商会を中心とする金融機関の緊急融資によってひ

とまず収束されることになったが39），この余波を受けて鉄鋼業においても

受注量や生産量が急減するという事態が発生することになったのである。た

とえば，USS『年次報告書』はこの時の状況について次のように記している。

　rl907年の最初の10カ月，子会社の幾つかの部門では実質的にフル操業

　を行っていた。1月lElから11月1日の間，製造子会社の販売向け完成

　品の生産は前年同期の5°／・増を記録した。ところが秋に突然起こった厳し

　い全般的な取引の停止によって，子会社の事業量は大幅に縮小し，最後の

　2カ月の間の完成品生産の減少の方が，最初の10カ月間の対前年比増加

　分を超えてしまい，……1907年全体では約2°／・減少した」40）。

　このような同年末2カ月間の急激な状況の変化は他企業においても同様

で，その結果アメリカ鉄鋼業における月別平均の粗鋼生産高は1－10月が
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198．7万トンだったのに対し，最後の2カ月は134．7万トン（マイナス32．2％）

に激減してしまった41）。そして，こうした鉄鋼生産の急減に引き続いて，

製品価格の急落がもたらされるであろうことは必至の情勢となっていたので

ある。

　かくて，小規模製造業者をはじめ仲買人や小売商など，先行きを懸念して

いた鉄鋼関係者は，予期される惨禍を出来る限り軽減することをゲイリーに

対して強く要望するに至った42）。またUSSにとっても，先の『年次報告書』

にも示されていたように，厳しい状況に置かれていたことに加え，前年より

開始された最新鋭の大規模一貫工場（ゲィリー工場：Gary　Works）が未だ建設

の途上にあったこと，さらに金融パニックの下で南部を代表する鉄鋼企業テ

ネシー石炭製鉄鉄道（Tennessee　C・al，　Ir・n　and　Railroad　Co．：TCI＆RR）を11月初

旬に取得したばかりだったことなどのために43），十分に予測されうる事態

に対して何らかの手を先に打っておく必要があったのである。

　こうして，ゲイリーは同年の11月20日にニューヨークのウオノレドーフ・

アストリア・ホテル（WaId・rf－Ast・ria　H・tel）において夕食会を開催する旨の招待

状を「ほぼ全ての大規模な鉄鋼製造業者」宛に発送した44）。夕食会には全国

の約90°／・の鉄鋼製品を生産する51名が出席したと言われる45）。主催者のゲ

イリーは席上，この夕食会の目的に関わって次のようなスピーチを行った。

　「ニューヨークのパニックの時，一時的にビジネス上の大きな荒廃が起こ

　り，このパニックが広がり，長引くのではないかという懸念も生じまし

　た。……我々は……価格を維持するような何らかの協定を結ぶ……法的な

　権利は全く持っていなかったのです。……他方において，同じことです

　が，出来るだけ取引の均衡を維持するという問題について考えた場合，こ

　の度もあらゆる類の不況に付き物だった鉄鋼業者間の激しく，破滅的な競

　争に巻き込まれてしまいましたが，それは道徳的ないし法律的な正義が全

　くなかったためであると思うのです。我々がこの種の競争に突入してしま

　うと，それは最適者の生き残りをかけた戦いを意味することになります。
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　旧時代と同じように，鉄鋼の製造に従事する大部分の人々が破産に追いや

　られてしまうことを意味しているのです。……

　　さて問題は，身近なものではあるが激しく，破滅的な競争を追い払って

　独占を手に入れるのか，あるいは，価格を維持する結果となるような明確

　なもしくは暗示・暗黙等々の協定を全く結ばないのか，我々はこれら両極

　端の道にどのように達するのかということでした。そこで，私はわが国の

　鉄鋼関係者の大部分を占めている方々が夕食会で会するよう皆さんをご招

　待したのです。我々がビジネスの上での荒廃を合法的なかたちで防ぎ，分

　別をもって堅実に事業に当ることのできる唯一の方法は鉄鋼人が折りをみ

　て集まり，自分の事業がどのようになっているかをお互いに正確に話し合

　うことだと思うのです」46）。

　長くなったが，このゲイリーの講演は鉄鋼企業間の激しい競争を破棄する

一方で，あからさまに独占的な各種の協定も取り結ばずに，いかにして産業

の協調と平穏・安定を実現するかを強く訴えたもので，彼の理念や競争観が

改めて表明されており，夕食会を開催した基本的な目的が示されているもの

と言えよう。そして，これを踏まえつつゲイリーは，夕食会の具体的な目的

を次のように設定した。

　「事業の荒廃を防ぐこと，出来るだけ実現可能なかたちで事業を安定させ

　続けること，鉄鋼事業に関係ある全ての人々に損害をもたらすであろう

　広範かっ急激な価格の変動を，もし可能なら協定によってではなく勧告

　（exh・rtation）によって阻止すること」47）。

　そして，かかる目的を達成するために，①参集した鉄鋼関係者のコミュ

ニケーションを円滑にし，相互の信頼関係を醸成すること，②経済情勢や

各企業の経営に関わる各種情報の交換を通じて，鉄鋼製品価格の問題を論議

する何らかの組織を立ち上げること，③暗黙の了解一「黙契」（understand－

ing）一というかたちをもって設定価格の周知を図ること，という3つの手

法が採られた。
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　最初の手法は，全体会合や夕食及び昼食時に繰り返しゲイリーのスピーチ

を行ったり，円卓会議において主な鉄鋼経営者が入れ替わり挨拶するという

かたちで具体化された。これらによって参加者が「友好的」に触れ合い，あ

るいは猜疑心や不信感を払拭する機会を提供し，相互に信頼・協調しうる関

係が形成されることを目指したのである。

　次いで，こうして促進された「友好的」な関係をベースに，製品価格の問

題を協議・調整し，合意に漕ぎ着けるための組織として全体委員会（general

committee）と小委員会（sub－committee）とが設置された。全体委員会は「鉄鋼業

全体の関係者を代表」するメンバーから成り，いわば全体を統括する役割を

担っていた。そして，同委員会のメンバーを追加したり，小委員会を新たに

設置できる権限を委ねられていた48）。また小委員会は実際に価格を設定す

るための組織で，主な鉄鋼製品ごとに8つの委員会一鉄鉱石・銑鉄，レー

ル・ビレット，形鋼，厚板，棒鋼，管材，薄板類，線材一に分割されていた。

各小委員会で合意をみた製品価格は，全体委員会において承認された後，業

界誌一『∬ron　Trade　Review』　　に公表されるのが通例であった49）。

　こうして設定された製品価格はいわゆる協定ではなく，「黙契」というか

たちで当事者を拘束することになった。文書のかたちをとったり，時には罰

則を伴ったりする通常の協定と異なり，「黙契」は当事者の行動を「道義的」

な面において拘束するものと考えられた。たとえば，設定された価格と異な

る価格で取引を望む業者に対しては，「普通のビジネスの心得」として，事

前に関係者に通知することが当然とされた。その際，当該製品に関わる小委

員会が招集され，そこで改めて価格の調整が行われることになっていたので

ある。

　このように，ゲイリー・ディナーにあっては熾烈な競争を排するべく，関

係者を一同に集めて彼らの間の協調的な行動を暗黙裡に求めつつ，最終的に

価格の安定化・固定化を図るという実に巧妙な手法がとられた。そこには，

招集者ゲイリーの理念が明確に反映されていたのであり，その意味において
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彼の理念が鉄鋼業全体にわたって実践された場としてゲイリー・ディナーを

位置づけることができよう。ゲイリー・ディナーはその後も数回にわたって

開催されることになった。以下では，その経緯を概略的に辿ってみることに

しよう。

（2）経　　緯

　ゲイリー・ディナーは，1年3カ月後の1909年2月18日にひとまず終了

するまで，計6回にわたり開催された50）。これは，全体委員会，小委員会，

夕食会等々という前項において述べたのと同じような手法をもって招集され

た回数のことで，製品ごとに区分されていた各小委員会の多くは毎月のよう

に開かれていた。たとえば，設定された価格に従わなかった企業を告発・非

難するために，あるいはその理由や釈明を聞くために，また時には特定の地

域において設定された価格の是非を問うために招集されたのである。そして

必要とあらば，全体委員会の承認を得つつ，当該製品価格の再調整や変更が

行われる場合もあったと言う。

　このように小委員会が頻繁に開催されていたということは，参加企業が足

並みを揃えつっ価格を安定的に維持するのがそれだけ困難であったというこ

とを物語っていると言えよう。そして，この価格を巡る不協和音は早い内か

ら，しかも他ならぬUSS自身がその端緒を切り開くというかたちで生じる

ことになった。

　すなわち，最初のゲイリー・ディナーが開催されて間もない1908年1月20

日，子会社のカーネギー製鋼から製品価格の引き下げを強く求める要請が出

されたのである。この要請は，鉄鉱石や銑鉄の価格がこの2カ月足らずの間

に大幅に下落したにもかかわらず，ビレットをはじめとする多くの鋼材の販

売価格が比較的高いレベルで推移していたこと，そしてこのような原料価格

と各種鋼材価格との乖離によって需要の伸びが抑えられているのではないか
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という事情を背景に行われた。各小委員会の大勢は価格維持に傾いていた

が，結局はビレットなど製品価格を切り下げる方向で調整が進められ，カー

ネギー製鋼の要請が受け入れられて変更されることになったのである。

　さらに，USS内部においても価格維持に対して疑義が発せられるに至っ

た。社内の声を無視できずに，ゲイリーらは特別委員会を社内に設け，独自

に取引状況を調査することになった。そして1909年2月17日にUSSはこ

の特別委員会報告に従って，遂に「協調的行動から手を引く」，つまりゲイ

リー・ディナーからの脱退を一方的に宣した。翌日，鉄鋼製造業者を招いて

開催された全体会合において「オープン市場」への移行が宣言され，ここに

ゲイリー・ディナーが終息することになった。こうしてゲイリーは，鉄鋼関

係者の要望があって開始したこととはいえ，自ら創設したシステムを自身の

手によって幕を引くという皮肉な役回りを演ずることになったのである。

　ところが「オープン市場」移行した直後，製品価格は全般的に低下すると

いう，大方の者が恐れていた通りの事態が起こった51）。その後，需要が上

向いたのに伴って価格も上昇に転じたものの，安定的な価格維持のシステム

を再構築しようとする気運が多くの鉄鋼経営者の間に広がり，同年10月15

日，今度はゲイリーの業績を顕彰するという名目の下に新たに会合が開か

れ，ここにディナーが改めて再開されることになった。

　以後，同じ主旨の会合は設立されて未だ日の浅かったアメリカ鉄鋼協会

（American・lr・n＆Steel　Ass・ciati・n）に受け継がれ，以前にも増して恒常的に，ま

た包括的かつ組織的に業者間の協調的な関係を促進する制度へと展開されて

いったのである52）。

（3）意　　義

　ゲイリー・ディナーの最終的な目的が鉄鋼業者間の協調的な関係をべ一ス

に，製品価格の安定的な維持を図る点にあったことはすでに述べたが，結果
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的に見て，この目的は概ね達成されえたのではないかと言うことができよ

う。図一1は，ゲイリー・ディナーが開催された年を含めた前後数年間の「鋼

材総合価格」の推移を示したものであるが，これによると会合が開かれた

1907－8年の高位安定的な動きに対し，その前後にあっては中・低位のレベ

ノレで推移するか，あるいは著しい乱高下を繰り返していることが明らかであ

ろう。

　このような鋼材価格の動きを見るかぎり，ゲイリー・ディナーが価格を安

定的に維持するのに少なくない作用を及ぼしたと考えるのは妥当と思われ

る。特に会合が頻繁に持たれた7年末から8年初めにかけて，価格がほとん

ど変動することなく高水準を維持していたこと，また逆説的であるが，9年

2月にこの種の会合を一旦終了し，オープン市場への移行宣言を行った後に

価格が急降下したことなどから，ゲイリー・ディナーの有効性を窺い知るこ

とができよう。

　この点に関し，ゲイリーは「甚だしく循環的な性格を持っている鉄鋼業に

おいて，価格の安定によってもたらされたUSSの（順調な一引用者）業績を

見て非常に喜んだ」と，その効果の程を自らも認めている53）。確かに，ゲ

イリー・ディナーによって価格が全く固定的に推移することはなかった。し

かし，ゲイリー自身，行き過ぎた価格の固定化が「自らを縛ることになる」

し，「気ままで私的な価格の固定は公共の利益を守らないだろう」と考えて

おり54），多少の価格変動は彼の許容範囲内のことであったと考えられる。

　とは言え，同時に，ゲイリー・ディナーの影響力には限界もあったことも

指摘しておく必要がある。関係者の協調・相互信頼をべ一スにしていたもの

の，人為的に価格を調整・設定し，これを長期間にわたって出来るだけ維持

するという手法は，市場における需給の動向と早晩矛盾を来すほかなかった

のである。先に挙げた1908年初頭におけるカーネギー製鋼の価格引き下げ

要請の事例や，同年半ばと翌年初めの会合後における価格の低落は，この点

を如実に示すものだったと言えよう。
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図一1　鋼材価格の推移（1903－10年）
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　ところで，ゲイリー・ディナーにあっては設定された価格を守らなかった

企業に対して，何らかの罰則を科したわけではない。先にも述べたように，

「黙契」というかたちをとることにより，反トラスト法に抵触しないように，

価格の維持を図ろうとしたのである。だが，実際にはこの「黙契」が出来る

だけ遵守されるような，いわばプール協定における罰則に該当するような強

制力を参加者に与える方法がとられていた。

　この点に関し，ゲ／リー一一　一ディナーにおいては「協定の代りに当事者が一

人一人『決意宣言』（declarati・n・f　purp・se）を，つまり彼らが各々自分の製品

を販売するに当っては設定された価格をもって行うという宣誓をした。ま

た，誰かがこの価格を破るまで全ての関係者は設定された価格を遵守するこ

と，さらにその場合（誰かが破ろうとする場合一引用者），参加者はディナーの友

人あるいは委員会のメンバーに『思いやりをもって』知らせる義務があるこ

と（という内容の一引用者）文を読み上げるよう決められていた」55）。

　こうした「宣言」によって「黙契」に一種の強制力を与えるという回りく

どい形式が採用されたことは，ゲイリー・ディナーの性格の一面をよく示す

ものとして重要であろう。ゲイリーにとって，反トラスト法の規制の網の目

を免れつつ，プール協定に伍するような実効性をディナーによって確保する

ことが何よりも必要とされたが，このような相矛盾する2つの問題を同時に

満足させる解答の一つがこうした方法だったのである。その意味において，

ゲィリー・ディナーは文書で協定を取り交わすという形式をとっておらず，

違反者に対する罰則規定もなかったが，実質的には「ペナノレティーなきプー

ル」だったと考えられるのである。そしてこうした形式が一定程度有効だっ

たことは，先の価格の趨勢を見ることによってほぼ確認できよう。

　同時に，ゲイリー・ディナーがプーノレ協定には見られない特徴を有してい

たことも併せて指摘しておく必要があろう。その一つとして，全体委員会が

設置されていたことを挙げることができる。同委員会は，市場動向に関わる

情報の交換や，多くの製品を念頭に置きつつ価格の調整を行うなど，鉄鋼業
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全体の問題を包括的に論議するために設置されたもので，個別の製品につい

て生産量や価格の取り決めを行うプール協定とは本質的に異なる機能を果た

すことが想定されていたのである。

　おそらく，業界全体の調和的発展を図るというゲイリーの理念を具体化し

たものであろうが，他方では，同委員会がUSSにとって大きな意味を持っ

ていたことも確かだろうと思われる。各製品分野にまたがって強力な生産力

基盤を有していた同社にとって，個別の製品のみでなく，全製品にわたっ

て，自社に有利なかたちで価格調整を行う可能性がある全体委員会を設置し

たことは経営上きわめて重要であり，同委員会がそのための場を提供するこ

とになったと考えられるのである。

　この点にも関連するが，ゲイリー・ディナーがUSSの価格決定に際しての

影響力を強化する側面のあったことも見過ごしえない。すなわち，同社が

TCI＆RRを買収した後，特定の製品に限ってではあるが，　TCI＆RRの生産

拠点であったバーミンガムを基点にしたことであり，具体的には，バーミン

ガム価格はピッツバーグ価格にトン当り3ドル加えるものとされた56）。新た

に傘下に加えた南部地域を基点の一っにするというこの措置は，先にも述べ

たように，基点価格制度を競争の緩和及び価格の安定装置と位置づけていた

USSの戦略に明らかに沿うものであったと言えよう。同社はこの措置を鉄

鋼業者に知らしめ，確認させる場として，ゲイリー・ディナーを活用するこ

とになったと考えられるのである。

　こうして，ゲイリー・ディナーは単に鉄鋼業全体の調和的な発展を目指す

ためにのみ開始されたものではなく，USSにとって経営の安定（＝利益の安定

的確保）を促進する装置の一つとしても大きな意味を持っていたと言うこと

ができよう。ゲイリー・ディナーがこうした機能を一定程度果たしうること

が明らかになって以後，USSは鉄鋼業における過激な競争を排し，協調的・

安定的な関係を構築するという従来の路線を一層鮮明にしつつ，反トラスト

法への対応を測っていったのである57）。
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5．おわりに

　以上，ゲイリーの理念に主な焦点を当てつつ，ゲイリー・ディナーの実態

について見てきた。彼は，USSが反トラスト法に抵触するかもしれないと

いう危惧を常に抱いていたが，かかる認識の中で，同社の独占的地位を確保

するとともに熾烈な競争も排するべく，「協調的競争」という新たな枠組み

を同社の基本路線として措定することになったのである。ゲィリー・ディ

ナーはこうした彼の考えが最も鮮明に打ち出されたケースの一つだったと言

えよう。

　ゲイリーのこうした考えは，競争に適進するよりも，安定的・持続的な利

益の確保を優先することになったUSSの経営活動に大きな影響を及ぼすと

同時に，他の鉄鋼企業においても基本的には受け入れられるところとなり，

第一次大戦前におけるアメリカ鉄鋼企業の行動を全体として特徴づけるに

至ったと考えられるのである。この点をUSSについて今一度確認しておく

と，それは同社の非拡張路線に顕著に示されていよう。ゲイリー時代全般に

ついても言えることであるが，特に1910年代以降こうした点は一層明らか

になった。たとえば，表一4に示されているように，この間USSによる外

部資産の取得はほとんど行われなかったのである。もとより，USSがかか

る路線を採るに至った直接の契機として，11年にシャーマン法違反の疑い

で，連邦政府によって起こされた同社に対する解散訴訟があったことを否定

するものではないが，その底流には，あるいはその前段として，すでにゲイ

リーによる協調性・安定性を志向しようとする考えが存していたことに注目

しておきたい。

　USSの解散は行われなかったが，しかし，ゲイリーのこうした考えは，

結局同社の低迷を招く一因になった。20年代における自動車産業をはじめ

　32　　　　　　　　　　　　　　－32一



　　　　　エルバートH．ゲイリーの経営理念と価格戦略（黒川）

表一4　USSの外部資産の取得（1go1－30年）

年 被取得会社名 所在州 取　得　法 主要施設・製品

190］
Shelbv　Tube　Co、　　∠

Pa． 優先株L9万株と
普通株2万株

鋼　管

1903 Union　Steel　Co． Pa， 社債2、911万ドル 高炉，平炉，他

Troy　Steel　Products　Co． NY 現金110万ドル バー，スケルプ

1904 Trenton　Iron　Co． ．．． 現金50万ドル ワイヤロープ

Clairton　Steel　Co． Pa， 社債100万ドル 平炉，石炭，鉄鉱石

1905 Hecla　Coal　Co． ．．． 300万ドルとの
報告

石炭，コークス

｜907 TCI＆RR Ala． 社債3，000万ドル 鉄鉱石，高炉，平炉，

他

1908 Schoen　Steel、Vheel　Co． Pa． 株式購入 ホイール

1909 Pacinc　Stee18くyVire　Co． ．．． 約200万ドルとの
報告

ワイヤ，ワイヤロー
プ

1911 Risdom　Iron＆Locomotive　Co・　　i　　　　　　　　　　　　　　． Cal． ．．． 倉　庫

1912 Scu‖v　Steel＆Iron　Co．　　’

．．． ・・． 鋼製倉庫

｜920 Nlichigan　Limestone＆Chemical
Co．

Mich， 株式購入 石灰石

］924 Cyclone　Fence　Co。 O．，Ill． 優先株50万ドルと
社債269万ドル

フェンス

1928
Northwest　Fence＆、Vire、Vorks　　卜．．　　　　　　　　　　　　　　1

．．． ■．．

1930 Columbia　Steel　Co． Cal． 普通株25万株 平炉、コークス

Atlas　Portland　Cement　Co． ．．． 普通株18万株 セメント

　　　　　　　　　　　　　　10ilW・nS・pPlyC・・　　　　lp・…t・・ 普通株11万株 石油，ガス

、Vashillgton　Coal＆Coke　Co．　　　　　Pa， ．・． 石　炭

（出所）Gertrude　G．　Schroeder、　The　Groivtli　o．f　Alajor∫teel　Coinpaiiie5：1900－1950，　The　Johns

　　　Hopkins　Press，1953，　p．228．

とする新興産業が鋼材需要の主役に躍り出，ストリップ・ミルの登場によっ

て促進された薄板類の比重の高まりという新たな事態の中で，USSは大幅

に対応が遅れ，シェァを大きく他企業に譲ることになったのである。USS

が拡張に乗り出したのはゲイリーの死後，ようやく30年代半ばになってから
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のことであった58）。かくて，ゲィリーはアメリカ鉄鋼業に協調と安定とい

う新たな風を送り込んだが，USSの低迷という負の遺産も残すことになっ

たのである。

　〔注〕

1）　ArUndel　COtter，　T1］εGαり・∬Krn¢W，　The　Saratford　Co．，1928（以下，　A．　COtten①と

　表記する），p．17．なお，ゲイリーの伝記的資料として他に，　Ida　M．　Tarbell，　The

1，坑qfElberf　H．　Gα7γ：The　Story　o．f　Steel，　D．　Appleton（二〇．，1925がある。

2）　Gertrude　G，　Schroeder，　The　Growth（）f　Mのor　Steel　Companies：1900－1950，　The

　Johns　Hopkins　Press，1953，　p．45．

3）　7ことえば，George　W．　

Stocking、　Basing　Poitlt　Pricing　and　Regional　Developnient：A

　Case　Study　o．f　the　lron　and　Stee∫　lnditstry，　The　University　ofNorth　Carolina　Press，1954

　がある。

4）成立時USSの生産体制の概要については，拙書『U．S，スティーノレ経営史』ミネ

　ルヴァ書房，1993年，13－18頁を参照されたい。

5）　Abraham　Bergland，　The　Uiiited　State5．Stee∫CorPoratiOfz：ASttκdY　qr　f乃θGrowt∫i　cind

　lnfluence　o．f　C　ooml・inati・n　in　the∬ron　and　Stee1　lndustry，　C・lu1ユユbia　UniversiW　Press，

　1907，p．75．

6）　　Ibid．，　pp．75－76．

7）　USSの設立認可書及び同社設立時の内規は，　Horace　L．　Wilgus，　A　Stud＞・of　the　United

　Sr耐ε5　Stee∫（］orporation　in　its　ltidu5trial　atid　I．egal　Aspect5，　Amo　Press，1901，　pp．132－

　148に収められている。

8）　「uSSの最終的な意思決定は取締役会で行われていたとは言え，実質的にはこの

　2つの委員会が政策決定をリードしていた」（Robert　Hessen，　Stee1　Titan：τ1］dり；qr

　Charles　M．　Schwab，　Oxford　Universit｝T　Press，1975，　p」25）。

9）　William　T．　Hogan，　ECOiiOiiiiC　History（！f　the∬ro〃and　Steet∬ndustry　in　theしTnited

　Sttlte5，　Lexington　Books，1971，P・490・

10）

ll）

12）

13）

The　Annual　R〔21）ort　of　the　〔ノ∫∫，1902，　p．22．

The　Annuat　RePort　of　theじSS，1903，　p．21．

A．Bergland，　op．　cit．，　p．77．

なお，ウイルガスやヘッセンの前掲書にあっては，

　設立時の財務委員会議長職に就いたとされているが，

　頭に記されている取締役一覧に彼の名前は見当らなかった。小論では『年次報告書』

　に従ったことをお断りしておきたい。

14）　LM．　Tarbell、　op．　cit．，　p．135．
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15）

16）

17）
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1bid．，　p－137．

R．Hessen，　op．　cit．，　pp．126－128．

このゲイリーの提案した情報開示の問題について，また最終的にモルガンに直訴

　　したことについては，LM．　Tarbell，　oρ．　cit．，　pp．138－149を参照されたい。

18）　Iohn　N．　Ingham，　E／ite　andしlpρer　CJa5s　in　the　lron　and　Stee∫　lndustry　：1874　to　1965，

　　University　Micro61ms，1973，　p542．

19）後の1909－10年にかけて，子会社一オリバー鉱U」（01iver　Mining　Co．）一の

　総監督の解雇を巡ってコーレイ社長との間で対立が生じた時も，ゲイリーはモルガ

　ンに直訴して自らの地位を明確なものにしてくれるよう要求した。結局，コーレイ

　は社長職を降り，後任にはゲイリーの腹心と言われたファーレル（James　A，　Farrell）

　が就任するとともに，ゲイリー自身も最高執行役員（CEO）として，「USSの業務

　について全般的に責任を負う」最高権力者の地位に就いたのである（1．M．　TarbelL

　　op．　cit．，　pp．218－220）。

20）　　∬bid．，　p．150．

21）　A．Bergland，　ol）．　cit．，　p．77．

22）USS設立時の取締役24名中，8名がモルガンと明白にして緊密な関係者（モル

　ガン自身も含む），金融機関や他産業に関与していた者が8名，鉄鋼製造に経験あ

　る者は6名，不明2名という内訳になっていた（1．N．　Ingham，　op．　cit．，　pp．542－550）。

23）　A．Berglan（］，　oρ．　cit．，　p．77．

24）　Douglas　A．　Fisher，　Steel　Serves　the　Nation，1901－1951：The　Fifty　Year　o，f　United　States

　　Steel，　U．S．　Steel　Corp．，1951，p．23．

25）　この点についてコッターは，「ゲイリーは，ビジネスがいかに個人的な取引であ

　れ，関係する当事者にとってだけでなく，社会全体にとっても利益となるものでな

　ければならないと信じていた。……そして，ビジネスが全体として社会全体の富と

　幸福に影響を及ぼすが故に，個々の取引は出来るだけ全体の利益に貢献しなければ

　ならないと考えていた」と要約している（A．　Cotter，①，　pp．15－16）。

26）「ゲイリーは明らかに，USSは最初からいわゆるおとなしく振る舞っていかなけ

　ればならないと考えていた。彼はシャーマン法の規定の下では同社が解散されやす

　い状況にあることを知っていたのである」（G．Schroeder，　op．　cit．，　pp．44－45）。

27）　たとえば，Thomas　K．　McCraw＆Forest　Reinhardt，“Losing　to　Win：U．S．　Steel’s

　Pricing，　lnvestment　Decisions，　and　Market　Share，1901－1938，”The∫ourtial　of　Eco－

　nomic　Hi5tory，　VoLXLIX，　No．3（Sept．1989）を参照されたい。実際に，連邦政府は

　1911年10月にUSSの解散を求める訴訟を起こした。この裁判は第一次大戦の勃

　発やアメリカの参戦などのために長期化したが，20年3月に政府の要求が退けら

　れることにより，最終的な決着をみたのである。この解散訴訟は様々な面にわたっ
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　てUSSの活動に影響を及ぼしたと考えられるが，一次資料が入手できなかったた

　め小論ではほとんど触れえなかった。今後の課題としたい。

28）ゲィリーのこうした自負心が鉄鋼業における協調的・安定的な関係の構築に向か

　わせた一因と考えられ，モルガンのそれと共有するものであった（ibid．，　p．604）。

29）　LM．　TarbelL　op．　cit，　pp．137－138．

30）　同社の「専制的支配」の実態についてはとりあえず，前掲拙書，137－143頁を参

　照、されたい。

31）

32）

33）

34）

35）

G．、V．　Stocking，　oP．　cit．，　pp．36－37．

Ibic｛．，　P、37、

T．K．　McCraw＆F．　Reinhardt，（，p．　cit．，　p．600．

G．Schroeder，　oρ．　cit．，　p．45．

ちなみに，設立当初においてUSSは鋼レール協会（Steel　Rail　Associati（）n）やベッ

　セマー鋼協会（Bessemer　Steel　Association）など多くのプール協定に参加していた

　が，1904年に，これらから引き揚げるよう子会社に指示を出した（G．W．　Stocking，

　　oρ．cit，　p．43）。

36）　　Ibid．，　p．37．

37）　T．K．　McCraw＆F．　Reinhardt，　op．　cit．，　p．604．

38）基点に立地する企業が他の地域に出かけ，そこで運賃分を含めた当該地域の価格

　をもってその地域に立地する企業と競争することは理論的には考えられるが，実際

　上USSはこうした行動を採らなかった。

39）1907年の金融パニックについて詳しくは，Lewis（：oreyJ11εHoμ5εqr　Mo理‘」11：A

　∫oc翻B元og呼1りぱf　fll6　MI5m（ゾM〈川り㌧GHoward　Watt，1930，　pp．338－348を参照

　されたい。

40）　　The　Annuai　Report（）fしTSS，1907、　P．29．

41）　　The∬ron　Age，　Januar＞r　4，1940，　P．163．

42）　　A．rundcl　Cotter、　The　AHthentic　Hi5tory　o∫the 　Unitef｛．S　ta　tes　Steel　Corpoi’tltion，　The

　Moody　Magazine　alld　Book　Co．，1916（以下，　A．　Cotter，②と表記する〉，p．176．

43）詳しくは，前掲拙書，36－46頁を参照されたい。

44）　A．Cotter、②，　p．177．

45）　Maurice　H．　Robinson，’‘The　Gary　Dinner　System：An　Experiment　ill　Cooperative

　　Price　Stabilizati（）11，”7フle　Sottth“，estern　Political　tl　tld．social　Science　Quarter1」，，　vol．　vll，

　S　eptember，1929、　p．138．なお，ゲイリー・ディナーの内容及び経緯については，同

　稿に多く負っていること，したがって引用個所の注記は最小限にとどめていること

　をお断りしておきたい。

46）　House　of　Rel）resentatives，　Hearings　l）句fore　t∫IL・C（）tMllittL．e　on　Investigation　qf　L，nited
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　　∫tates　Steel　Corporation，　Washington　Pr｛nting　Offlce，1911，pp．75－77（Norman　Scott

B、Gras　8（Henrietta　M．　Larson，　Casebook　in　American　Bus｛nes5　History，　Crofts，　1939、

　p．608より引用）．

47）　Federal　Trade　Commission，　Record，　United　States　v．しlnited　States∫teel　Coi：poratioti，

　Vol．　12，　p．4887（M．H．　Robinson，　op．　cit．，　p．138より引用）．

48）ちなみに，全体委員会のメンバーは当初，ゲイリー（議長），USS社長コーレイ，カ

　　ンブリア製鋼（Cambria　Steel　Co．）社長スタックハウス（Powell　Stackhouse），ペンシ

　ルバニア製鋼（Pennsylvania　Steel　Co．）社長フェルトン（Edgar　C．　Felton），ジョーン

　ズ＆ラフリン製鋼（lones＆Laughlin　Steel　Co．）副社長キング（Willis　L．　King）の5

　名で出発したが，直後にベスレヘム製鋼社長のシュワッブ，セントラル鉄鋼（Cen－

　tral　Iron　8（Steel　Co．）社長ベイリー（Edward　Bailey）が加わった（ibid．，　p．140）。

49）一例として，1908年6月11日号の∬ron　Trade　Review誌は，次のようなゲイリー

　の声明を掲載した。「主導的な鉄鋼企業の代表者は，1日中会議を行ってきた。鉄

　鉱石の価格は間もなくトン当り50セント下がるだろう。製鋼業者は各製品の価格

　について再調整がなされるべきとの見解をそれぞれ表明した。結果は以下の通りで

　ある。ビレットはトン当り28ドルから25ドルへ（ピッツバーグ価格），シート

　バーは29ドルから27ドルへ（ピッツバーグ），厚板は100ポンド当り1．70ドルか

　　ら1．60ドルへ（ピッツバーグ），商業用管材は2ポイントもしくはトン当り4ドノレ

　の値下げ（ピッツバーグ），ワイヤネイルは100ポンド当り2．05ドルから1．95ドル

　へ（ピッツバーグ）引き下げられるだろう。薄板及びブリキ板は今年の初めに値下

　げされたので，考慮した結果何ら変更は行われない。これらの変更によって，賃金

　の全面的なあるいは急激な見直しが行われないよう期待するし，また回避すること

　　が望まれる」　（ibid．，　p．143）。

50）1908年1月，4月，5月，12刀に開催された（A．Cotter，②，　p．178）。

51）宣言直後，ほとんどの価格はトン当り2－4ドル，製品によっては6ドル低下した

　　と言う（．M．　H、　Robinson，　op．　cit．，　p、151）。

52）アメリカ鉄鋼協会は1910年10月15日に第1回大会を開き，初代会長にゲイ

　　リーが選出された。国内外から出席した約150名を前にゲイリーは，同協会が鉄鋼

　業に関連する各種統計の蓄積・配布や技術的な諸問題の研究・論議をさらに発展・

　改善させようと考えているとした上で，「協会の目的として，鉄鋼事業が抱えてい

　る諸問題について関係者間のコミュニケーションを図る手段を提供する」ことを強

　調した（Proceedings　Of　the　American　lron　uVA　Steel∬’15ri加ε，　New　York　Mε的1∫g　OCtober，

　　　1910，pp．35－36）。

53）　T．K．　McCraw＆F．　Reinhardt，　ol）．　cit．，　p．603．

54）　G．W．　Stocking，　op．　cit．，　p．46．
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55）　Ibid．，　P、47、

56）　　Ibid．，　p．7．

57）「ゲィリーの下で，USSは生産設備の合理化や生産ラインの革新あるいは管理機

　構の強化をほとんど行わなかった。ピッツバーグ・プラス・システムを通じ，同社は

　より小規模な競争者との間で容易に価格の調整を行ったが，成長しっつあった地方

　市場における新たな機会の開拓については最小限にしか評価しなかった」（T．K．

　McCraw　8（F．　Reinhardt，　op．　cit．，　pp．595－596）。

58）1930年代におけるUSSの生産体制の刷新については，拙稿「1929年恐慌とマイ

　ロンC．テイラー一「近代化計画」をめぐって一」（『岐阜経済大学論集』第33

　巻第2号，1999年9月）を参照されたい。
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